
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抜粋） 

（平成十七年法律第百二十三号） 

 

（指定障害福祉サービス事業者の指定） 

第三十六条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で

定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種

類及び障害福祉サービス事業を行う事業所（以下この款において「サービス事業所」という。）

ごとに行う。 

２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス（以下この条及び次条

第一項において「特定障害福祉サービス」という。）に係る第二十九条第一項の指定障害福

祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号（療養介護に係る指定

の申請にあっては、第七号を除く。）のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス

事業者の指定をしてはならない。 

一 ～ 三  （略） 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める

ものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

六 申請者が、第五十条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。以下この項にお

いて同じ。）、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定

により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取

り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年

法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又

はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）

であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り

消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管

理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。

ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定

の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福

祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関

して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に

規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして



厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

七 （略） 

八 申請者が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条

の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知

があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六

条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出を

した者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算

して五年を経過しないものであるとき。 

九 申請者が、第四十八条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）又は第五十

一条の二十七第一項若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項

の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる

日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行わ

れた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に

第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止

の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日

から起算して五年を経過しないものであるとき。 

十 第八号に規定する期間内に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは

第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前

六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）

の役員等又は当該届出に係る法人でない者（当該事業の廃止について相当の理由がある者

を除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものである

とき。 

十一 申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な

行為をした者であるとき。 

十二 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号ま

でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十三 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号から第十

一号までのいずれかに該当する者であるとき。 

４ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従

い定めるものとする。 

５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当

該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域（第八十九条第二項第

二号の規定により都道府県が定める区域をいう。）における当該申請に係る種類ごとの指定

障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福

祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要



な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることに

なると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあ

ると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。 

 

（支給認定等） 

第五十四条 市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態から

みて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯

員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、

厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該

障害者等が、自立支援医療のうち厚生労働省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法

（昭和三十八年法律第百六十八号）又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の

医療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）の規定により受けることができる

ときは、この限りでない。 

２ 市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知

事が指定する医療機関（以下「指定自立支援医療機関」という。）の中から、当該支給認定

に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 

３ 市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者（以

下「支給認定障害者等」という。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規

定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称そ

の他の厚生労働省令で定める事項を記載した自立支援医療受給者証（以下「医療受給者証」

という。）を交付しなければならない。 

 

（自立支援医療費の支給） 

第五十八条 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第

五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支

援医療（以下「指定自立支援医療」という。）を受けたときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自

立支援医療費を支給する。 

２ 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受け

るものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限

りでない。 

３ 自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額（当該指定自立支援医療に食事

療養（健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において

同じ。）が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療

に生活療養（同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。）が



含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額）とする。 

一 同一の月に受けた指定自立支援医療（食事療養及び生活療養を除く。）につき健康保険

の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の

家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額（当該政令で定める

額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額）を控除して

得た額 

二 当該指定自立支援医療（食事療養に限る。）につき健康保険の療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標

準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める

額を控除した額 

三 当該指定自立支援医療（生活療養に限る。）につき健康保険の療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療

養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定

める額を控除した額 

４ 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及

びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、厚

生労働大臣の定めるところによる。 

５ 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたとき

は、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定

自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給

すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支

払うことができる。 

６ 前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支

給があったものとみなす。 

 

（指定自立支援医療機関の指定） 

第五十九条 第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しく

は診療所（これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。）又は薬局の開

設者の申請により、同条第一項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。 

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号

に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設

でないとき。 

二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支

給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定



による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。 

三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。 

四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関

として著しく不適当と認めるものであるとき。 

３ 第三十六条第三項（第一号から第三号まで及び第七号を除く。）の規定は、指定自立支

援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

 

（指定の更新） 

第六十条 第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経

過によって、その効力を失う。 

２ 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合

において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（指定自立支援医療機関の責務） 

第六十一条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切

な自立支援医療を行わなければならない。 

 

（都道府県知事の指導） 

第六十三条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を

受けなければならない。 

 

（変更の届出） 

第六十四条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（指定の辞退） 

第六十五条 指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退する

ことができる。 

 

（報告等） 

第六十六条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指

定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師

その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であった者等」という。）に対し

報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療



機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開設者であった者等を含む。）

に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機

関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は

前項の規定による権限について準用する。 

３ 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若

しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自

立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。 

 

（勧告、命令等） 

第六十七条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定

に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援

医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条又は第六十二条の規定を遵守すべきこ

とを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自

立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表する

ことができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、

正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機

関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならな

い。 

５ 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第六十

一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認める

ときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければなら

ない。 

 

（指定の取消し等） 

第六十八条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自

立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の

全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項

第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。 



三 指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したとき。 

四 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。 

五 指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたと

き。 

六 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を

求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自

立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指

定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

２ 第五十条第一項第八号から第十二号まで及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医

療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的

読替えは、政令で定める。 

 

（公示） 

第六十九条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。 

二 第六十四条の規定による届出（同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを

除く。）があったとき。 

三 第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。 

四 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。 


